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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
両面に化成皮膜を有するアルミニウム板の一方の面の化成皮膜上に樹脂１００質量部に対
して白色顔料を７０～１５０質量部含有する皮膜厚３０～１５０μｍの白色樹脂皮膜を施
した反射面を、他方の面の化成皮膜上にフッ素系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエステル系
樹脂、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂の中から選ばれた少なくとも１種又は２種以上か
らなる皮膜厚１～５０μｍで赤外放射率５０％以上の黒色樹脂皮膜を施した放熱面を有す
ることを特徴とする加工性に優れた赤外線放射性樹脂被覆アルミニウム反射材。
【請求項２】
前記黒色樹脂皮膜の表面粗さ（Ｒａ）が０．５～５．０μｍであることを特徴とする請求
項１記載の加工性に優れた赤外線放射性樹脂被覆アルミニウム反射材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置用の光の反射材に関し、液晶テレビ、ノートパソコン、モニター等
の液晶表示装置ないし、掲示板、広告灯、照明装置の反射材に関し、特に発熱量の多い表
示装置に適するものである。
【背景技術】
【０００２】
　上記反射材の主要な用途として液晶表示装置があり、薄型軽量であることから、近年大
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型液晶テレビ、ノートパソコン、モニター等に広く利用されてきている。液晶表示装置は
、液晶の裏側に冷陰極管や熱陰極管等の光源を置き、該光源からの光を拡散させて均一な
コントラストを得るため、さらに反射効率を高めるために光源の裏側に反射板を設けたバ
ックライトユニット構造となっている。
【０００３】
　従来、これらの液晶ディスプレイ用反射板としては、
（１）白色のフィルムを接着剤等を用いてアルミニウム板に貼り付けたアルミニウム板、
（２）白色の塗装を施したアルミニウム板、
等が用いられている。そして、反射材の反射面の反対面は化成皮膜のみまたは化成皮膜上
に防食目的にクリヤー系の保護皮膜を設けたものであった。また、これまでの表示装置は
、モノクローム表示が主流であることから表示輝度はそれほど必要でなかったが、近年液
晶表示のカラー化、大型化に伴い表示輝度を高めるためバックライトの光源の出力も高く
なってきた。そのため発熱量も増大し、表示装置、特にバックライトユニット室内の温度
が上昇するとともに部分的に高温になる等のバラツキが大きくなりその結果、色のアンバ
ランスやコントラストの不均一といった表示装置としての問題が発生した。
【０００４】
　この問題に対して、反射材の反射面の反対面に陽極酸化処理を施して放熱面とする放熱
性の高い反射材が提案されている。（特許文献１）
【０００５】
【特許文献１】特開平５－２４１１４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、前記反射材の反射面の反対面に陽極酸化処理を施して放熱面とした場合、この
陽極酸化皮膜は無機皮膜のため、皮膜が非常に硬く成形時に皮膜が割れ易く、加工性の低
下が起こる。その結果、加工部の耐食性が劣るという品質問題、また大きな割れの場合、
商品価値が無くなるため生産性が低下し、コスト上昇を招くなど反射材として適当でない
という問題が発生している。さらに、陽極酸化処理工程が必要なためもともとコストが高
く、低コストで加工性、放熱性の良い反射板が強く求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このようなことから、本発明者らはアルミニウム板上に化成皮膜を設け、反射面側に特
定の白色樹脂皮膜を施し、放熱面側に黒色樹脂皮膜を設けることにより、反射性、放熱性
を低下させずに加工性を向上し得ることを見出し、さらに研究を重ねて本発明を完成させ
るに至った。
【０００８】
　すなわち請求項１記載の発明は、両面に化成皮膜を有するアルミニウム板の一方の面の
化成皮膜上に樹脂１００質量部に対して白色顔料を７０～１５０質量部含有する皮膜厚３
０～１５０μｍの白色樹脂皮膜を施した反射面を、他方の面の化成皮膜上にフッ素系樹脂
、エポキシ系樹脂、ポリエステル系、アクリル系、ウレタン系樹脂の中から選ばれた少な
くとも１種又は２種以上からなる皮膜厚１～５０μｍで赤外放射率５０％以上の黒色樹脂
皮膜を施した放熱面を有することを特徴とする加工性に優れた赤外線放射性樹脂被覆アル
ミニウム反射材である。
【０００９】
　また、請求項２記載の発明は、前記黒色樹脂皮膜の表面粗さ（Ｒａ）が０．５～５．０
μｍであることを特徴とする加工性に優れた赤外線放射性樹脂被覆アルミニウム反射材で
ある。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の樹脂被覆アルミニウム反射材は、良好な反射性と放熱性を有し、かつ加工性に
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優れたもので、特に液晶ディスプレイのバックライト用反射板として好適に使用される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明において、基材のアルミニウム板は特に限定されるものでないが、バックライト
ユニットを形成・保持するに足る強度を有し、また絞り加工、曲げ加工時において充分な
成形加工性を有することから１０００系、３０００系、４０００系、５０００系のアルミ
ニウム板が好ましい。
【００１２】
　前記アルミニウム材上に設ける化成皮膜は、特に制限されないが、アルミニウムと樹脂
皮膜の両方に密着性が良好な反応型化成皮膜が用いられる。前述の特許文献１のようにア
ルミニウム材上に直接放熱性皮膜を設けるよりも、アルミニウムと樹脂皮膜層の間に化成
皮膜を設けることにより、塗膜密着性が格段に向上し、その結果加工性が向上する。反応
型化成皮膜とは、具体的にはリン酸クロメート、クロム酸クロメート、リン酸ジルコニウ
ム、リン酸チタニウムなどの処理液で形成される皮膜である。特にリン酸クロメート処理
皮膜が、コスト、汎用性の点で好ましい。
【００１３】
　前記化成皮膜上に設ける白色樹脂皮膜には、樹脂１００質量部に対して白色顔料を７０
～１５０質量部含有させる。白色顔料は、一般的に可視光線及び赤外線を反射する性質を
有する。反射面の白色樹脂皮膜は、反射性の点から可視光線を反射し、放熱性の点から反
対の放熱面から熱を逃がすため赤外線は吸収する方が良い。白色顔料の含有量が多いと反
射性（可視光の反射）はよいが放熱性（赤外線の吸収）が悪くなる。また一般的に樹脂は
赤外線を吸収する性質があるのだが白色顔料の含有量が多くなると相対的に樹脂成分の割
合が少なくなり放熱性が悪くなる。従って、白色顔料の含有量には最適な範囲が存在する
。すなわち、白色顔料の含有量が樹脂１００質量部に対して７０質量部未満では全反射率
が低下し、白色顔料の含有量が樹脂１００質量部に対して１５０質量部を越えると反射面
での熱の吸収がうまく行われず、その結果放熱性が低下する。
【００１４】
　前記白色樹脂皮膜中の白色顔料の種類は、特に制限されないが、例えば酸化チタン、亜
鉛華、硫化亜鉛、硫酸バリウム、炭酸カルシウムなどが用いられる。特に、酸化チタンが
コスト、汎用性、安全性の点で好ましい。
【００１５】
　前記白色樹脂皮膜に使用する樹脂は、特に制限されないが、例えば耐候性の良いフッ素
系樹脂やアクリル系樹脂、また加工性の良いポリエステル系樹脂やエポキシ系樹脂などの
１種または２種以上が用いられる。また、単独層、多層構造のいずれでもかまわない。
【００１６】
　前記白色樹脂皮膜の厚みを３０～１５０μmとするのは、３０μｍ未満では塗膜中の可
視光線を反射する白色顔料の総数が少なく、その結果全反射率が低下し、１５０μｍを超
えると金属と比較し熱伝導性の劣る樹脂層が厚くなり過ぎ、断熱効果が発生し放熱面への
熱の伝達がうまく行われず、その結果放熱性が低下するからである。
【００１７】
　一方前記白色樹脂皮膜を施した面の他方の面には、化成皮膜上に赤外放射率５０％以上
の黒色樹脂皮膜を施す。赤外放射率は特に６０％以上が好ましい。液晶表示装置用反射板
の反対面からの放射熱は、プランクの分布則に従い、波長８～１０μｍにピークを有して
おり、赤外線領域の熱放射性を向上させることが放熱性の向上に有効であることから赤外
放射率が５０％未満では放熱効果が不足する。この赤外放射率は、使用する樹脂の種類、
含有させる顔料の種類・量、皮膜厚、皮膜の表面粗さ等の組み合わせにより達成する。
【００１８】
　また、前記黒色樹脂皮膜層の厚さは、１～５０μｍとする。１μｍ未満では、赤外線を
吸収する性質のある黒色顔料の数が不足し、充分な放熱効果は望めない。また、５０μm
を超えると熱伝導性が低下し、結果として放熱性が劣る。
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【００１９】
　前記黒色樹脂皮膜としては、フッ素系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエステル系樹脂、ア
クリル系樹脂、ウレタン系樹脂の中から選ばれた１種または２種以上を用いる。これらの
内、フッ素系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエステル系樹脂を用いると高度の加工性が得ら
れる。またフッ素系、ポリエステル系樹脂は赤外吸収能が高く、これらを用いることによ
って放熱性がより向上する。　
【００２０】
　前記黒色樹脂皮膜中の黒色顔料は、可視光線を吸収するため黒く見え、また一般に赤外
線も吸収する性質を有すために含有させる。種類は特に制限されないが、例えば、カーボ
ンブラック、グラファイト、また鉄マンガン系、銅クロム系などの金属酸化物が用いられ
る。これら顔料の１種または２種以上を用いる。特に、カーボンブラックがコスト、汎用
性、安全性の点で好ましい。これら顔料の含有量は総量で樹脂１００質量部に対して１～
２００質量部であるのが好ましい。
【００２１】
　前記黒色樹脂皮膜の表面粗さ（Ｒａ）は、０．５～５．０μmであることが好ましい。
表面粗度が大きいと表面積が大きくなることにより熱の放射面積が大きくなり、放熱性が
向上する。０．５μm未満では表面積の増加が充分でなく放熱性向上の効果が小さい。ま
た、５．０μmを超えると、表面粗さの調整は一般に微粒子添加により行い、加工時の微
粒子の脱落やそれを起点とした塗膜の割れ等加工性が低下する。なお、表面粗さ（Ｒａ）
の調整は、アクリル系ビーズ、ウレタン系ビーズ、ナイロンビーズなどの有機系微粒子又
はシリカなどの無機系微粒子を適量添加することによって行うことができる。
【００２２】
　また、本発明に使用する反射面及び放熱面の塗料には、塗装性及びプレコート材として
の一般性能を確保するために通常塗料で使用される、溶剤、レベリング剤、顔料分散剤、
ワキ防止剤、潤滑付与剤等を適宜使用しても良い。
【実施例】
【００２３】
  以下に、本発明を実施例により詳細に説明する。
【００２４】
  アルミニウム板（材質：ＪＩＳ　Ａ１１００、板厚：１．０mm）に対し、市販のアルミ
ニウム用脱脂剤にて脱脂処理を行い、水洗後、市販のリン酸クロメート処理液にて下地処
理を行い、その上に表１に示す条件で塗料をロールコーターで塗装し、ＰＭＴ（最高到達
板温度）２００℃にて焼付した。なお、本発明例１２～１４の黒色樹脂皮膜には適切な粒
径のアクリル系ビーズを含有させて塗膜表面の粗さを調整した。こうして図１に模式的に
示す液晶反射板用赤外線放射性樹脂被覆アルミニウム反射材を製造した。図中１は、白色
樹脂皮膜、２は化成皮膜、３はアルミニウム合金板、４は黒色樹脂皮膜である。
【００２５】
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【表１】

【００２６】
　得られた液晶反射板用赤外線放射性樹脂被覆アルミニウム反射材について下記の試験方
法にて性能試験を行なった。
【００２７】
　全反射率はスガ試験機社製多光源分光測色計ＭＳＣ－ＩＳ－２ＤＨ（積分球使用、拡散
光照明８°方向受光）を用い、波長５５０ｎｍでの全反射率（正反射成分を含む）をＢａ
ＳＯ４白板を１００とした時の百分率で表した。液晶反射板用として用いるため、全反射
率が９０％以上であることが適しており、９０％以上を使用可能レベルとした。
【００２８】
　成形加工性に関しては評価面を外側にして１８０度３Ｔ曲げを行い、樹脂皮膜層の割れ
を目視で観察し、◎：塗膜の割れなし、○：非常に軽微な塗膜の割れあるが良好、△：小
さな塗膜の割れあるが使用可能、×：大きな塗膜割れあり使用不可、の基準で評価した。
　更に、割れ観察後、曲げ部にセロハンテープを密着させ、テープを急激に剥離した際の
塗膜の剥れ具合を観察し、○：剥離なし、×：剥離ありの基準で評価した。
【００２９】
　放熱性は下記の方法で筐体を作製し、筐体内温度を測定し、◎：２７℃以下、○：２８
～２９℃、△：３０～３１℃、×：３２℃以上、の基準で評価した。得られた液晶反射板
用赤外線放射性樹脂被覆アルミニウム反射材により底面が１５０mm×１５０mm、高さ２０
０mmの筐体を作製し、液晶表示装置と同様の状態とするために筐体上面のみをアクリル板
とした。作製した筐体を図２に示す。図中５は、ガラス、６は液晶、７はアクリル拡散板
、８は光源（陰極管）、９は反射板、１０は白色樹脂皮膜、１１はアルミニウム合金板、
１２は黒色樹脂皮膜である。この筐体の内部に光源として６０Ｗの電球を入れて通電し、
発光・発熱させ、筐体内部の温度が定常状態となった時点における筐体内の雰囲気温度を
測定した。
　得られた性能試験結果を表２に示す。
【００３０】
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【表２】

【００３１】
　表２に示される結果から明らかなように、本発明例１～１４は反射面の全反射率、成形
加工性、放熱面の成形加工性、さらに放熱性のいずれも良好である。なかでも、請求項２
の粗さ条件をも満たす本発明例１２～１４は放熱性が特によい。
【００３２】
　一方、比較例であるＮｏ．１５～Ｎｏ．１９及び従来例であるＮｏ．２０は、反射面の
全反射率、成形加工性、放熱面の成形加工性、さらに放熱性のいずれかが劣り、液晶反射
板用赤外線放射性樹脂被覆アルミニウム反射材としては不適当である。すなわち、Ｎｏ．
１５は、白色樹脂皮膜の膜厚が薄く、可視光を反射する塗膜中の白色顔料の数が充分でな
く、全反射率が劣る。Ｎｏ．１６は、白色樹脂皮膜の膜厚が厚く、反射面の熱伝導性が低
下しその結果放熱性が劣る。Ｎｏ．１７は、白色樹脂皮膜中の可視光を反射する白色顔料
含有量が少ないため全反射率が劣る。Ｎｏ．１８は、白色樹脂皮膜中の白色顔料含有量が
多く、赤外線を反射する白色顔料の数は多く、一方赤外線を吸収する樹脂成分が少なくな
り放熱性が劣る。Ｎｏ．１９は、赤外吸収性がポリエステル樹脂より悪いエポキシ樹脂で
かつ膜厚が薄く黒色樹脂皮膜の放射率が低くいため赤外線の放射が充分でなく放熱性が劣
る。Ｎｏ．２０は、放熱面の陽極酸化皮膜が非常に硬いため成形加工性が劣る。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の赤外線放射性樹脂被覆アルミニウム反射材を模式的に示す断面図である
。
【図２】本発明の反射材を使用した液晶表示装置を模式的に示す断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　　　１　白色樹脂皮膜
　　　２　化成皮膜
　　　３　アルミニウム合金板
　　　４　黒色樹脂皮膜
　　　５　ガラス
　　　６　液晶
　　　７　アクリル拡散板
　　　８　光源（陰極管）
　　　９　赤外線放射性樹脂被覆アルミニウム反射材
　　　１０　白色樹脂皮膜
　　　１１　アルミニウム合金板
　　　１２　黒色樹脂皮膜
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【図１】

【図２】
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